
事	 	 務	 	 連	 	 絡	 	 

平成 21 年 1 月 23 日	 

関	 係	 各	 位	 

	 

社団法人	 日本病院薬剤師会	 

	 

	 

	 

平成２０年度	 がん専門薬剤師の認定申請について（Ｑ＆Ａ）	 

	 

	 

	 平素より、当会の運営にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。	 

	 さて、現在、当会ホームページでご案内しております「平成２０年度	 がん専

門薬剤師の認定申請」に係るＱ＆Ａを作成いたしました。当該認定申請の審査

にあたり、認定申請資格に規定されていない事項等をＱ＆Ａとして取りまとめ

ましたので、ご確認の上、認定申請の手続きを進めていただきますようお願い

いたします。	 

	 なお、認定申請資格は２種類存在します。	 ①平成１８年度施行または②平成

２０年２月２日改定の認定申請資格のいずれか一方により申請をしていただく

こととなりますが、がん薬物療法認定薬剤師の認定を受けている方は、②によ

り申請により認定申請してください。がん薬物療法認定薬剤師の認定を受けて

いない方は、①により申請してください。	 
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平成２０年度	 がん専門薬剤師の認定申請に係るＱ＆Ａ	 

	 

	 

【 １ 】  「論文」 に係る取扱いについて 

（ 質 問 １ ） 

認定申請に必要な論文に係る添付資料等を教えてください。 

 

（ 回 答 ） 

論文に係る添付資料として、次のものを提出してください。 

・ 論文リストに記載した論文（該当する部分の全頁）の別刷またはコピー 
（コピーの場合、汚れ・滲み等により論文の内容が判読できない場合は、

論文不足又は未提出として取り扱います） 

・ 論文の共同著者の場合、筆頭著者が作成した「論文の使用承諾書」 
・ 掲載論文の投稿規程  

（日本病院薬剤師会雑誌及び医療薬学については、不要とします） 

・ 認定申請の受付締切日までに論文が掲載される雑誌が発行されていない
場合には、論文の掲載決定に係る通知書を提出してください。 

 

 

 

（ 質 問 ２ ） 

   共同著者となっている論文を用いて認定申請する場合、筆頭著者の承諾を

求められておりますが、本認定申請において、１つの論文を何名の共同著者

が使用可能なのでしょうか。また、使用承諾書の様式、記載すべき項目等は

あるのでしょうか。 

 

（ 回 答 ） 

○ 認定申請に使用できる１つの論文の使用制限 

本認定申請においては、１つの論文を合計２回まで認定申請に使用できるこ

ととします。 

 

○ 筆頭著者が作成する論文の使用承諾書 

本認定申請に使用する論文の筆頭著者でない場合は、必ず、筆頭著者の使

用承諾書を提出していただきます。使用承諾書の提出がない共著論文につい

ては、論文の未提出として取り扱います。 

   なお、筆頭著者による使用承諾書の様式については、定まったものはございま

せんが、下記に記載例を示します。 
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≪使用承諾書の記載例≫ 

 

社団法人 日本病院薬剤師会 

がん専門薬剤師部門認定審査委員会委員長 殿 

 

私が筆頭著者となっている論文「○○○（論文名）」については、共同著者

である○○○○氏が平成２０年度がん専門薬剤師の認定申請のために、同

氏の論文として使用することを承諾いたします。 

なお、私は、本論文の共同著者に対するがん専門薬剤師の認定申請のた

めの論文の使用について、合計２回までしか使用できないことを承知し、今回、

承諾しております。 

 

平成２１年２月○日   

 

  勤務先                                           

 

  筆頭著者   ○○ ○○ （自筆で氏名を記載してください）    

 

 

 

 

   

（ 質 問 ３ ） 

私は、がん患者への術後感染症及び免疫抑制剤使用後の抗生剤の使用

量と入院日数の関係に係る論文と、がん患者の不穏に対する鎮痛剤と精神

科用薬剤の併用時の臨床効果に係る論文の２報を有しています。これらの論

文を使用して、がん専門薬剤師、感染制御専門薬剤師ならびに精神科専門

薬剤師の認定申請に使用したいと考えていますが、このように、１つの論文を

複数領域の認定申請に使用することは可能でしょうか。 

 

（ 回 答 ） 

１つの論文については、単一領域での使用（申請）に限ります。 

 

  ＜補足コメント＞ 

論文の研究目的として、がん患者特有の反応を見るための研究であるのか

又は特定の薬剤を評価するため研究であるのかなどを自身で判断し、妥当と

考えられる領域の申請に使用してください。 



 3 

 

（ 質 問 ４ ） 

平成１９年２月１８日に実施されたがん専門薬剤師認定試験の合格者のみ

に適用される論文に係る取扱いについて教えてください。 

 

（ 回 答 ） 

 平成１９年２月１８日に実施されたがん専門薬剤師認定試験の合格者に限り、

今回の認定申請に用いる論文について、下記の要件を満たすことができれば、

申請することが可能となりますので、証明・通知書等の写し
．．
を提出してください。 

ただし、当該証明書・通知書等の写しを提出できない場合には、認定申

請を認めません（申請を受理いたしません）。 

※ 平成２０年２月８日とは、平成１９年度がん専門薬剤師認定申請の締切日です。 

 

  ＜要件＞ 

１） 平成２０年２月８日までに論文を投稿し、投稿先の受付が完了してい

ること。また、それを証明できること。 

２） １）の論文について、平成２０年２月８日以降に論文の審査が完了し、

雑誌等への掲載されることが決定されていること。 

 

  ＜提出物＞ 

  「投稿論文の受領に係る証明書」 

上記の要件１）を証明する、投稿先が交付した通知書等の写し。 

 

※ ここでいう通知書等とは、投稿雑誌への掲載決定通知等ではありません。

また、２）の要件は満たしているが、平成２０年２月８日以降にリジェクトさ

れ、再投稿し、雑誌への掲載が決定されたものは対象外となります。 
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【 ２ 】  「論文、学会発表」 に係る取扱いについて 

（ 質 問 ５ ） 

   私は、ある公的団体が運営する医療機関に所属しています。この団体が運

営する医療機関は全国各地に多数存在し、そこに勤務する医師、薬剤師、看

護師らが会員となって学術団体（学会）を組織し、毎年、学会の開催ならびに

学会誌の発行が行われています。この学会では、数年前まで、当該団体が運

営する医療機関の勤務者でなければ入会することができなかった上、会員で

なければ学会発表・雑誌への投稿も認めておりませんでした。 

現在、当該学会では、学会発表や雑誌への投稿要件を緩和し、非会員の

方でも発表や投稿が可能となりましたが、がん専門薬剤師の認定申請資格で

いう全国的な学会に該当するのでしょうか。 

 

（ 回 答 ） 

特定の組織の所属者でなければ入会、発表または投稿できない制限規定が

ある学術団体等については、日病薬の専門薬剤師認定申請資格に規定されて

いる全国的学会として取り扱うことができません。 

 

 

 

 

【  ３ 】  薬剤管理指導の実績について 

（ 質 問 ６-１ ） 

薬剤管理指導の実績に、外来化学療法における薬剤管理指導の実績を含

めてもよいのでしょうか。 

 

（ 回 答 ） 

外来化学療法における薬学的管理の実績を５０症例に含めることは問題あ

りません。ただし、入院患者に対する薬学的管理と同様に、薬剤師としての薬

学的介入とその効果・成果などが明瞭になるように記載してください。（カ

ルテや入院サマリーの写しのようなものでは不十分です。）	 
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（ 質 問 ６-２ ） 

日病薬のがん実務研修（３ヶ月）の中で、研修施設で実施した薬剤管理指

導の実績を含めてもよいのでしょうか。 

 

（ 回 答 ） 

実務研修（３ヶ月）の中で、研修施設で実施した薬剤管理指導の実績につい

いては、５症例分に限り含めることを認めます。なお、当該症例を薬剤管理指導

実績の要約に含める際には、該当する症例に「研修施設での症例」と記載して

ください。	 

 

 

 

（ 質 問 ６-３ ） 

薬剤管理指導の実績に対する所属長による証明については、どのような趣

旨で設定されたのでしょうか。 

 

（ 回 答 ） 

薬剤管理指導の実績については、申請者本人が実際に携わったことを所属

長に担保していただくことにいたしました。不正等が発覚した場合には、当該所

属長が証明した全ての申請及び認定につきまして、厳正に対処することといた

します。 

	 

 

 

 

【  ４ 】  がん専門薬剤師認定試験の有効期間の取扱いについて 

（ 質 問 ７ ） 

がん専門薬剤師認定試験の合格について、過去、何年前に遡り、試験合

格の権利の有効性があるのでしょうか。 

 

（ 回 答 ） 

原則として、がん専門薬剤師認定試験に合格した場合、その直後に行われ

る認定申請と次年度の認定申請の２回にわたり、試験合格の有効性があるこ

とになります。（今回は、平成２１年１月に実施された認定試験及び平成２０年 

１月に実施された認定試験の合格者となります。） 
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ただし、本Ｑ＆Ａの質問４の回答にある要件を満たす場合には、平成１９年２

月に実施された認定試験の合格者の方についても、今回、認定申請することが

可能です。 

 

 

 

【  ５ 】  その他 

（ 質 問 ８-１ ） 

がん専門薬剤師の認定申請に提出した申請書類は、後日、申請者に返却

されるのでしょうか。 

 

（ 回 答 ） 

申請資料は返却いたしませんので、予めご了承ください。なお、当該資料に

ついては、一定期間保管した後、事務局にて適切に処理いたします。 

 

 

 

（ 質 問 ８-２ ） 

がん専門薬剤師の認定申請後の認定審査料の返納は、可能なのでしょう

か。 

 

（ 回 答 ） 

認定審査料は合否結果に関わらず返納いたしませんので、予めご了承くださ

い。 


